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生活指導と民主主義理論
－マクファーソンの民主主義理論とその生活指導論への示唆一

山本敏郎

TheDirectionandGuidanceonLifeandDemocraticTheory：Macpherson,s
DemocraticTheoryanditsSuggestiontotheTheoryofDirectionandGuidance

onIife

ＴｏｓｈｉｒｏＹＡＭＡＭｏＴｏ

１．本研究の構想と問題の所在

一マクファーソンの民主主義理論と生活指導

論との接点一

（participatoryDemocracy）の四つの継起的

モデルを設定したが，そのさいに細心の注意を

払うべき事柄として,「民主的政治体制がその中

で作動するはずの社会全体」と「体制を作動さ

せるはずの人々の本質的性格」(1)についていか

に想定するかということをあげている。民主主

義を論じるさいに，どういう民主主義社会とそ

れを担ういかなる人間を想定するのかに注意を

払うべきだと述べていることに着目したい。と

いうのは社会・集団と人間・人格を媒介する営

みである生活指導にとって、このことを抜きに

生活指導を語ることはできないからである。

加えて，民主主義を国家の統治制度のレベル

でのみとらえるのではなく，それをも含めた社

会のあり方としてとらえようとする方法意識

は,近年の民主主義理論の主要な傾向であるが，

これは集団や組織の形成と共同社会や生活世界

の形成を統一的に把握しようと試みている生活

指導研究の方法意識と軌を－にしている。

またマクファーソンは今日の自由民主主義の

思想と体制を支え主導している均衡的民主主義

を批判し，それにかわるものとしての参加民主

主義に自由民主主義の将来的展望を見出してい

る。生活指導研究もまた自由民主主義の自由主

義的側面や市場主義的な諸要素を一面的に美化

する新自由主義が近年になって再始動している

なかで，新自由主義への「対抗的システム」と

して参加民主主義を位置づけようとしている

が，こうした現実的な問題においてもマク

ファーソンの民主主義理論は生活指導研究と課

生活指導は生活者のための民主主義をどう実

現するか，その担い手をどう育てるかあるいは

支援するかを実践課題とし，そのための理論の

構築を研究課題としてきた。われわれは民主的

人格と民主的集団の形成を目的とした実践のレ

ベルで具体的な行動の仕方やその指導の仕方に

即して民主主義を語り理論化を図ってきた。だ

が，生活指導はいかなる民主主義を想定してい

るのかについて，民主主義理論に照らして点検

してきたわけではない。むしろ生活指導研究に

とって民主主義は自明の前提であった。

さて，本論文を端緒とする一連の研究は生活

指導はいかなる民主主義を実現しようとするの

かに向けられる。敷桁すれば，生活者のための

民主主義とはいかなるものなのか，その担い手

と彼らによって形成される社会とはどういうも

のなのかを明らかにする。そのさいカナダの政

治学者Ｃ・Ｂ･マクファーソン（C・BMacpher‐

Son，1911～1987)の民主主義理論がこの問いに

たいして原理的にも現実的にも有益な解答を示

唆している。

マクファーソンは19世紀以降の自由民主主義

理論の検討を通してその生成の順に防御的民主

主義(protectiveDemocracy)，発展的民主主義

（developmentalDemocracy)，均衡的民主主

義（equilibriumDemocracy)，参加民主主義

平成８年９月１７日受理
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題を共有しているということができる。

それではマクファーソンの主張は先の問いに

どういう解答を与えるのであろうか。彼は自由

民主主義理論のなかには「個人の効用の極大化．

（maximamizationofutilities)」と「個人の諸

力の極大化（maximamizationofpowers)」と

いう二つの原理があるとする(2)。二つの極大化

原理と四つのモデルとの関係では,「効用の極大

化｣には防御的民主主義と均衡的民主主義，「諸

力の極大化｣には発展的民主主義と参加民主主

義が対応する。前者においては，人間の本質は

「効用の消費者,無限の欲求者，無限の領有者」

であり，善き社会とは個人の効用と満足を極大

化させる社会である。後者においては，人間の

本質は「自らの潜在的諸力の享受者・発揮者」

であり，善き社会とは諸力を極大化し，自己を

最大限に生かしきることが可能となる社会であ

る。そして，この二つの原理は理論的には両立

不可能であるが，実際には今日まで混在し続け

てきたという。

以上のような論脈から先の問いにたし､する解

答を彼の主張に求めるとすれば，民主主義社会

とは人間の諸力を極大化し，自己を最大限に生

かしきることを可能にする社会としての参加民

主主義の社会，その担い手は「自らの潜在的諸

力の享受者・発揮者」であることを本質とし，

自らの潜在的諸力を最大限に発揮しながら共同

社会の形成に参加する人間ということになろ

う。

本論文ではマクファーソンが設定した四つの

モデルに即して，富と効用と人間的諸力とがそ

れぞれの人間観のなかでいかなる位置を与えら

れ，互いにいかなる関係にあるのかを明らかに

することを通して，このマクファーソンの社会

観と人間観が今日の生活指導研究にたいしてい

かなる示唆を与えるのか，また問題ないしは検

討課題は何かについて考察する。

１．「無制限の個人的領有の権利｣を正当化する

人間概念

防御的民主主義は１９世紀に，ベンサム，Ｊ・

ミルらを代表として，資本主義的市場社会が必

要とする諸制度への転換を正当化するために生

まれた民主主義についての最初の近代的モデル

である。資本主義的市場社会の成立は，富の獲

得を期待させる刺激として「無制限の個人的領

有の権利」を設定させたが，これを正当化する

ためには，人間は本質的に｢無限の領有者｣，す

なわち人間の本性はあらゆるものにたいする所

有権を獲得してはじめて完全に実現されうると

いう仮定が必要であった｡だが人間の本質を｢無

限の領有者」とするだけではあまりにあからさ

まで正義に反するものであるため，人間が「無

限の領有者」であることは自然法ないし道徳に

合致しているという仮定も必要とされた。そこ

で人間は本質的に「効用の無制限の欲求者」で

あることを本性とする被造物であり，外部から

与えられた物を消費する「無限の消費者」であ

るという仮定が追加された。付言すれば「欲求

者（desierer)」「消費者(Consumer)」という本

質規定の方が「領有者（appropriator)」よりも

道徳的にみえ，しかも「無制限の個人的領有の

権利」を正当化するうえで，「領有者」という規

定と同じくらいに役に立つと考えられたので

あった(3)。

「無制限の個人的領有の権利」を正当化する

ためには，富の獲得とそれにむけた無制限の欲

求は合理的でもあると説明された。前資本主義

社会では生活手段の｢稀少性(scarcity)」は「人

間の宿命」として忍従すべきものであったが，

新しい社会では「稀少性」は克服の対象とされ，

「稀少性」の克服のためには人間の「無制限の

欲求」は必要なのであって，ゆえにそれは合理

的なものだと解されるようになった。かくして

「人間の合理的目的は稀少性を克服しようとす

る終わりなき企て」となり，「無限に欲求的な人

間は，その企てに不断に携わることによっての
ＩＬ自由主義のための民主主義としての「防御

的民主主義」
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み自らの本性を実現てきる」(4)ということに

なったのである。

しててきるだけ最大の報酬を獲得することを目

的とし，そのことに効用を覚えるする個人て．あ

るから，人間的諸力は「将来の明白なる善を獲

得するための現在の手段」（ベンサム)，「効用を

獲得するための手段」て､ある(7)。

２．防御的民主主義における富・効用・人間的

諸力

防御的民主主義は，それ以前の自由主義に民

主主義の装いを与えたものであるから，１９世紀

以前の前民主主義的な自由主義の人間観を当然

ながら継承している。マクファーソンは19世紀

以前の前民主主義的な自由主義を「所有的個人

主義」（possessiveindividualism)と名づけてい

るが，そこでは人間的諸力の一部である潜在的

諸力は彼自身の所有物であり，人間の本質は満

足を求めて自らの潜在的諸力を行使する自由に

ある。人間は自分自身の潜在的諸力を所有して

いるがゆえに自由なのである。人々は自分自身

の潜在的諸力の所有者（proprietor,owner）と

して，その行使によって蓄積した財産の所有者

として他の人々と関係しあうのである。社会は

そうした交換関係，市場関係によって成り立

つ(5)。すなわち所有物としての潜在的諸力は労

働市場において労働力として売買されるかその

過程を支配することによって，賃金や財と交換

されるものであって、それ自体にはとりたてて

の価値はなかったといってよい。

ベンサムは効用の対象として物質的消費財，

好奇心，親交，名声，権力，同情，安らぎ，熟

練ｗ敬虚，慈善などをあげたが，これらの効用

のカタログのうち物質的財貨の所有がその他一

切の満足にとって非常に基本的であるから，自

らの快楽を無制限に極大化しようとする人間は

彼自身の富を無制限に極大化しようと努めるの

だと主張した｡｢富の極大化は幸福の極大化なの

てあり，ざもなくば少なくとも効用の極大化の

必要条件（sinequanon)」（６）（傍点は原文）な

のであった。そうした意味で，「個人の効用の極

大化」は「富の極大化」として，あるいは「富

の極大化」をとおしての「効用の極大化」とし

て登場したということができるまた。ここで想

定されている人間は，自らの諸力を市場に投入

３．富者の財産の安全のための政府・法・制度

「無限の欲求者」て､ある人間にとって，平等

を備えた社会制度は資本の蓄積にたいする刺激

を破壊し，労働の意欲を減退させるという理由

で，ベンサムは物質的財貨の平等な配分よりも

すでに獲得した財産の安全と保障を主張し，そ

れを財産や階級によって'快楽にたいする感受性

や能力が異なるからだとして合理化した。こう

して財産の安全性が「至高の原則」に高められ

た結果，「無制限の個人的領有の権利｣は富者の

ものに限定され，富者には欲求を満足させるす

べてのものにたいする「無制限の支配権」への

展望が開かれることとなった。しかも「無制限

の支配権」には「物にたいする支配権」だけで

はなく「他の人々の諸力にたいする支配権」も

含められた。財産の不平等が「他者に対する権

力」の獲得と「他の人々の諸力にたし､する支配

権」の行使を促し，それが富を無制限に極大化

する方法となり，法は個人の財産の安全を保つ

ことを任務とし，富と権力はそれぞれが互いに

互いを求め保障しあう道具となったのである。

これが「防御的民主主義」と名づけられるの

は，政治の仕事とは「自由な市場社会を確立し

育て上げるような政府を生み出すと同時に，強

欲な政府から市民を防御」(8)することであった

からである｡その方法が民主主義的選挙であり，

選挙を通じて全人民の多数によって統治者をし

ばしば交替させることが「防御」のための「唯

一の道」だと考えられていたのである。

以上述べたような意味で，防御的民主主義に

おける民主主義とは社会の原理ではなく，富者

の財産の安全を強欲な政府から防御するために

必要とされた制度て､ある。換言すれば，所有者

が自らの利潤と財産を蓄積する自由のための民
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主主義，すなわち所有者のための民主主義で

あった。あるいは自由主義を徹底する手段とし

て必要とされた制度，自由主義のための民主主

義であった。言うまでもなく，今日の新自由主

義者の政治経済思想の出発点はここにある。

たいする直接的な利害関心をもち，少なくとも

政府を支持したり反対する程度にまで自己を啓

発し，他人との討論を通して自らの意見を形成

する程度にまで，人々が政治過程に積極的に参

加することて､あった。というのは，政治過程へ

の積極的な参加の一歩一歩がより多くのより大

きな参加の能力と欲求をかきたて，道徳的，知

的，実践的な自己発達と政治的な潜在的能力の

向上を可能にすると考えていたからであった。

このように，民主主義的政治体制とは人々の

参加と自己発達の手段であったし，民主主義社

会とは参加と自己発達の結果であると同時に参

加と自己発達のいっそうの向上のための手段な

のであった｡民主主義とは参加への刺激を与え，

そのことを通して人間の発達に寄与するものな

のであった。これが発展的民主主義と名づけら

れる所以て､ある。

Ⅲ.｢発展的民主主義｣における｢道徳的ヴィジョ

ン」の二面性

1．所有物としての潜在的諸力から発揮するも

のとしての潜在的諸力へ

発展的民主主義が必要とされたのは，ひとつ

には労働者階級の状態が非人間的なものにまで

悪化し，もはや市場社会は道徳的に正当である

とか，経済的に不可避的だとして受け容れるこ

とができなくなっていたこと，ふたつには労働

者階級が力をもちはじめ，彼らの台頭が財産に

とって危険になりつつあったため，彼らが政権

を奪取する前に彼らの台頭をおさえこまなけれ

ばならなかったことによる。

このモデルを代表するＪ・Ｓ・ミルは，労働

者階級に民主主義的選挙権を与えずにおくこと

が不可能であることを認める一方で，ベンサム

的な社会と人間のモデルを放棄ないし変形し，

彼らが支配権を握る前に市場社会を道徳的に説

明しなければならなかった。そこで彼は「いま

だ達成されていない自由で平等な社会について

の道徳的ヴィジョン」(9)を次のように描いた。

「人間は自らの諸力（powers）と潜在的能力

（capacities）を展開させることのできる存在

である。人間の本質はそれらを行使し（use)，

展開させる（develop）ことである。人間は本質

的に消費者，領有者（モデル１においてそうで

あったように）てはなく，自らの潜在的能力の

発揮者(exerter)肌展開者(developer)，享受者

（enjoyer)である。よき社会とは自らの潜在的

能力の発揮者，展開者として，さらにその発揮

と展開の享受者として万人がふるまうことを認

め承認するような社会である」（'０)。

』．Ｓ・ミルが期待したのは，政府の行動に

２．「個人の効用の極大化」と「個人の諸力の極

大化」との妥協

だがこの「道徳的ヴィジョン」のなかにＪ・

Ｓ・ミルのモデルの欠陥があった。それはすで

に述べておいたように彼には労働者階級の台頭

をおさえるというもうひとつの任務があったか

らである。彼は労働生産物の配分と労働との反

比例を「報酬と努力の均衡」の原則に反すると

して告発しつつも，最終的にはこの不平等な配

分を正当化したし，政治的資質において劣り，

利己的にしか振る舞わない労働者階級が資本家

と同じ比重て､政治過程に参加することは，労働

者の低い政治的資質を強化することになるとい

う理由で，すでに高い資質を得た者たちは彼ら

がもっている権力を労働者階級に委譲すべきで

はないと主張した。そして多数を占める労働者

階級が権力を獲得することを防止するために，

少数者階級の成員に複数投票権を与える制度を

さえ提案したのであった。

だからマクファーソンは，Ｊ・Ｓ・ミルが防

御的民主主義者たちよりも平等主義的であるこ

とは認めつつも，彼を「完全な平等主義者とし
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て位置づけることはできない｣('1)と断じる。Ｊ・

Ｓ・ミルは，資本主義的配分と資本家階級によ

る政治支配とを正当化した点で防御的民主主義

を継承し，選挙制度において「一人一票」を主

張した防御的民主主義からは後退したのであっ

た。そしてＪ・Ｓ・ミルの「個人の諸力の極大

化」は「個人の効用の極大化」と同じところに

立脚し，効用にたいする無限の欲求にかえて他

人を支配する力にたいする無限の欲求という仮

定を立てた点で「効用の極大化のイデオロギー

的転倒」('2)だとマクファーソンは批判するのて．

ある。

極大化する自由に付加する」('4)ことに成功した

のであった。結局，彼にあっても新しい道徳的

意義で説明される社会とは，市場社会として個

人が選択した効用を極大化し，自由社会として

個人の諸力を極大化する社会だった。

こうして「各人の人間的諸力を極大化すると

いう初期の道徳的観念は，各人が他の人々の諸

力を奪うことによって自らの力を極大化するこ

とが許され，かつまたそれが各人に奨励されも

するという市場的観念に道を譲った」のであっ

た｡｢財産の不平等は一定の人々が他の人々の諸

力を取得することによって自分たちの諸力を増

大させる手段」となり，極大化される力は「あ

る人々の満足を得るための手段」となったのて、

ある('5)。

３．「倫理的概念」としての人間的諸力の限界

Ｊ・Ｓ・ミルが防御的民主主義と妥協したの

は，たんに彼が自由主義者であったからではな

い。階級的不平等と発展的民主主義の両立不可

能性を知ってはいたが，資本主義社会の必然的

な構造を正確に把握することがてきなかつたた

めて､ある。彼のヴィジョンがヒューマニズム的

理想にしたがって描かれた新しい「道徳的ヴィ

ジョン」であり，彼の人間的諸力の概念が「倫

理的概念」であったため，彼は現実に市場のな

かに投入されている力の性質，その力が減少し

たり移動したりするという事実を分析し説明す

ることはてきなかった。さらにそれゆえ彼は労

働者の力の資本家の方への「丸ごとの継続的な

移転（continuousnettransfer)」('3)を理解でき

なかった。彼の「道徳的ヴィジョン」（人間像・

社会像）は防御的民主主義に理念的に対置され

ただけであって，それが現実化する見通しにつ

いては何も語ることがてきなかったのて嶋ある。

だからＪ・Ｓ・ミルは他人の力を自分の力とし

て取得することを容認してしまったのて、ある。

彼の力概念には他人を支配する力が侵入して

おり，極大化される力は効用を獲得する手段て、

あって人間の本質ではない。その点で彼の力概

念は防御的民主主義者のそれと同－てある。自

由主義者としてのＪ・ｓ・ミルは「ある人の諸

力を極大化するうえて､の個人の自由を，効用を

1V・エリートのための民主主義としての均衡的

民主主義一｢効用の極大化」原理の今日的形態

１．エリートの政治支配と民衆の政治参加

均衡的民主主義は直接にはＪ・Ｓ・ミルの発

展的民主主義の２０世紀における継承者たちの主

張の非現実性('6)を批判して，経験主義的方法に

もとづいて現存の自由民主主義体制を正確に記

述し,なぜこのシステムが作動するかを説明し，

正当化するモデルとして登場した。

マクファーソンはこのモデルを「多元的エ

リート主義的均衡モデル」と呼ぶことも可能だ

という。多元的というのは，現代の民主主義的

政治体制が適合しなければならない社会は多元

的社会であるということである。この点に限っ

ては均衡的民主主義は２０世紀の発展的民主主義

と同じである('7)。エリート主義というのは，政

治過程における主要な役割を，自己選抜的な指

導者の集団にわりあてているということであ

る。均衡モデルというのは，民主主義的過程を

政治的財の需給間の均衡を維持するシステムと

して提示しているということである。

均衡的民主主義の最初の定式化を与えたシュ

ムペーター（JSchumpeter）は，民主主義の意
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主義は｢相当程度までモデルｌへの復帰であり，

モデルｌの精繊化」（21)である。

こうしてシュムペーターは「民主主義的方法

とは，政治決定に到達するために，個々人が人

民の投票を獲得するための競争的闘争を行うこ

とにより決定力を得るような制度的装置」(22)と

定義して，実際に作動している市場社会を正確

に記述し市場社会を正当化した。民主主義とは

政府を選び権威づけるためのメカニズム（民主

主義的方法）以外の何物でもないのである。

味について,「民主主義とは人民が実際に支配す

ることを意味するものでもなければ，また意味

しうるものでもない。……民主主義という言葉

の意味しうるところは，わずかに人民が自らの

支配者たらんとする人を承認するか拒否する力、

の機会を与えられているということのみであ

る」（'8)と述べる。ここにおいてすてに人民（選

挙民，有権者）の役割が非常に制限されている

が，この承認と拒否に関する主導権すら人民に

は与えられていない。シュムペーターは言う。

「選挙民の選択は……人民自身の創意からふ

き出たものではなくて,つくられたものであり，

それをつくることが民主主義過程の本質的な部

分となる。投票者が問題を決定するものではな

い。……すべての普通の場合に，主導力は，候

補者自身の側に存する。投票者のなしうること

はただ，他のものに先だってこの言い値を受け

取るか，あるいはそれを拒否するかのいずれか

にすぎない」（'9)と。

さらに政治的エリートについてシュムペー

ターはこうも述べる。

「民主主義的方法であるか否かを識別するた

めにさらに一歩を進めた基準を付加せねばなら

ぬ。すなわち，指導者たらんとする人々が選挙

民の投票をかき集めるために自由な競争をなし

うるということ，これで､ある」（20)。

ここでは明らかに，民主主義とは人民による

支配ではなく，複数の政治的エリートの支配と

それをめぐる「競争的闘争」て､ある。そして人

民の役割は自ら政治的争点を決定しこの決定を

履行する代表者を選ぶことにあるのではなく

て，決定を行う人々を選出することである。し

かも，投票者が自らの利益を勘案して自主的・

合理的に投票するのてはなく，候補者の側から

提供された基準のなかから選択するに過ぎな

い。候補者が政治的争点と自己の選出基準を提

示し，それにしたがって人民(選挙民，投票者）

が投票するという方法によって，ある政府を別

の政府に取り替え，政府の専制から保護する制

度が民主主義なのである。この点で均衡的民主

２．市場のアナロジーとしての政治

以上のようなシュムペーターの民主主義理論

は市場メカニズムをアナロジーしたものであ

る。すなわち消費者を有権者に，企業家を政治

家に置き換えたものである。

経済モデルにおいては，企業家と消費者は彼

ら自身の財を合理的に極大化することを目指す

人間であると仮定される。彼らがエネルギーと

資源を市場に持ちこんで自由競争を展開した結

果，市場は労働・資本および消費財の最適配分

を生み出すと考えられている。これと同じく政

治モデルにおいても，政治家（企業家）と投票

者（消費者）は合理的に自己の利益の極大化を

目指す人間と仮定される。彼らが自由な政治的

競争という条件のもとで活動した結果，政治体

制は市場と同じく政治的エネルギーと「政治的

財」の最適配分を生み出し，民主主義的政治市

場は人々がそこに投入するエネルギーや資源

と，彼らがそこから受け取る報酬との間の最適

均衡を生み出すと考えられている。

このアナロジーにおいては，政府（候補者）

にたいする人々の要求と政府の政策（候補者の

公約）とが政治的財の需要と供給という関係て、

とらえられ,政治的財の需要にたいする配分(供

給）の方法が市場メカニズムで説明される。政

治的消費者の政治的財にたいする多様かつ可変

的な需要を実効的なものにし政府の決定を需要

に合わせるための，すなわち政治的消費者に必

要な政治的財の供給を政府から引き出し，無数
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の需要に比例して供給を配分するための唯一の

方法は「競争的市場経済の標準的モデルにおい

て作動しているシステムに似た企業家的システ

ム」て､あり，このシステムが「需要と供給を均

衡化する安定的な政府を生み出す」というので

ある。しかも政治的消費者が「政治的財のパッ

ケージについて複数の仕出屋の間からの選択

権」(23)をもっているという理由で，そこには消

費者主権が存在すると主張する。

らを極大化志向の消費者と考えている不平等社

会てmは必要とされているのである。

「消費者主権の提供」という点では，均衡的

民主主義は消費者主権を提供しないとマク

ファーソンは述べる｡消費者主権という限りは，

消費者が生産者（供給者）の活動をコントロー

ルするものでなければならない。すなわち消費

者の需要に応じて何を生産しいくらて､供給する

かが決められなければならない。しかし政治的

市場は，そこには政治的財の少数の売り手，少

数の供給者，少数の政党しか存在しない寡占的

なものであるから，売り手（政治家）は買い手

（投票者）の需要（要求）に応える必要はなく，

彼らが彼らの間の競争を原動力に政治的争点を

定式化するのである。だからこれは消費者主権

ではなくて消費者選択と言うべきものである。

この点は，今日の新自由主義者たちの主張にそ

のまま該当する。

こうして，マクファーソンは，均衡的民主主

義は，政治的財のエリート供給者たちに需要を

創出するさいに大いなる役割を演じることを許

し要求するがゆえに，単なる専制にたいする防

御機能を除けば均衡的民主主義のための議論ほ

とんど何もないと結論づけるのである。

３．政治的市場システム論の問題点

マクファーソンは政治市場システムという考

え方について，「政治的購買力」と「消費者主権

の提供」という二つの点からこれを失敗だと結

論する。

政治的購買力を貨幣とみた場合，富の不平等

と富を獲得する機会の不平等があたりまえに

なっている社会においては政治的財の需要と供

給とが「最適均衡」て､あるといえないことは明

白である。政治的購買力を政治的市場へのエネ

ルギーの投入とみた場合でも，それが「最適均

衡」であるといいうるためには次の条件が満た

されなければならない。それは，各人が政治参

加に投入するエネルギーと他の事柄に投入する

エネルギーを比較して前者の方が有益であると

判断した場合と，他人と同じ量のエネルギーを

政治参加に投入した場合に他人と同じだけのあ

るいはそれ以上の報酬が得られると判断した場

合のみである。しかし現実に富が不平等で､ある

社会にはこうした条件はない。他人と同じ量の

エネルギーを政治参加に投入しても他人と同じ

報酬が得られないということを知っているがゆ

えに，政治的無関心と呼ばれる人々は政治的エ

ネルギーを投入しないのである。

結局，政治的市場において供給されるのはよ

り高い社会・経済階級の需要て､ある。参加は体

制の安定を危うくすると考える均衡的民主主義

者にとっては，政治的無関心は「必要な善」な

のて､ある。低い水準の市民参加をともなう競争

的エリートシステムは，その成員の大部分が自

Ｖ、参加民主主義の社会と制度

１．参加民主主義と直接民主主義

参加民主主義は，1960年代の新左翼学生運動

のスローガンとして始まり，７０年代までに労働

者階級のなかに広まった考え方て､ある。そして

参加民主主義は政府の決定作成への実質的な市

民参加がおこなわれるべきだという考えとして

非常に普及していった。

マクファーソンは参加民主主義を論じるさい

に問題を「参加的な統治システムの見通し」（24）

に焦点化する。そして多くの参加民主主義論者

が代議制民主主義や間接民主主義への批判や対

案として参加民主主義を提案するのとは異な

り，問題を論じる前提を完全な直接民主主義で
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するならば，それに達する道のりにそったわれ

われの歩みが，われわれがそれを運営すること

を可能にするであろう」（27)。

そうしておいて，マクファーソンは「どんな

道を歩むことが可能でありうるのか，そしてそ

の道にそって進むことによってわれわれが現行

のシステムよりも実質的に参加的なシステムを

運営することができるのか，あるいはどの程度

できるのか」(28)という問題をたて，参加民主主

義に到達するための前提条件を提示する。

第一の前提条件は,人々の自己イメージが｢自

らを本質的に消費者とみなし行動することか

ら，自らを自分自身の潜在的能力の発揮と展開

の発揮者，享受者とみなし行動すること」(29)へ

変化することてある。前者と違って後者の自己

イメージは共同社会意識（senseofcommu

nity)をもたらす。そして潜在能力の享受と発達

は他の人々とともに共同社会とのなんらかの関

係においてなされるべきであり，また参加民主

主義の運営には，より強い共同社会意識を必要

とするがゆえに，後者の自己イメージは参加民

主主義の出現にも運営にも必要な条件である。

第二の前提条件は，現在の社会的．経済的な

不平等を大いに減じることである。不平等が受

け容れられているかぎり，非参加的な政治体制

は，完全な社会的崩壊の見通しよりも安定を好

む，どの階級の人々にも受け容れられる傾向が

ある。したがって，不平等を大いに減じること

によって参加を可能にしていくことが必要なの

で､ある。

だがマクファーソンはこの二つの前提条件と

参加民主主義との間には悪循環があると指摘す

る。というのは，自己イメージの変化や不平等

の減少なしに民主主義的な参加は達成しえない

一方で，共同の政治行動への参加なしに自己イ

メージの変化や不平等の減少もないからであ

る。マクファーソンはこの悪循環を悲観的にみ

るのではなく，自己イメージの変化や社会的不

平等の減少と民主主義的参加の相互規定性とと

らえて，悪循環の輪からの出口をどこに求めて

はな〈代議制だとする(25)。彼は直接民主主義に

は限界があるとして次のように述べる。

より多くの人を政治討論に引きよせるために

市民に意見表明を求めても，問いを発するのは

なんらかの政府機関である。市民に発議権を保

障したとしても，決定をくだすのは政府の仕事

である。また市民の発議が相互に対立したもの

であれば，それを調停する機関が存在していな

ければならない｡さらに民衆の発議によっては，

社会的・経済的政策についての複雑な争点に関

して，適切な問題を定式化することはできない

ゆえに，適切な問題の定式化は政府のある機関

に委ねられることになる，と。

直接民主主義の限界をこう指摘したうえで，

マクファーソンは重要なのは間接民主主義か直

接民主主義かなのではなく，いかなる政治体制

であろうと，その機関が人々に責任を負うもの

であるかどうかだとする。直接民主主義であっ

ても「民主的であるという外観を与えることに

よって権力の真のありかを隠し，『民主的』政府

をそれが現にそうであるよりもいっそう専制的

なものにすることさえ可能」であるし，逆に，

間接民主主義においても「選出された政治家た

ちに責任を負わせること」(26)は可能だというの

である。

２．参加民主主義への移行とその条件

こうして，マクファーソンは「中心問題は，

参加民主主義がいかに作動するであろうかとい

うことてはなく，われわれがいかにしてその方

向に移動しうるか，ということなのである」(26）

と，参加民主主義にいかに到達するかに問題を

焦点化する。ただし参加民主主義の制度をい

かに運営し作動させるかという問題をまったく

考慮に入れないというのではなく，参加民主主

義に到達する運動のなかに，参加民主主義の制

度の運営を可能にする契機があるとして次のよ

うに述べる。

「もしわれわれが参加民主主義に到達するな

らば，あるいはそのなんらかの－道程にでも達
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(jよいというのである。 の参加ではない。

第三には，法人資本主義への疑いの増大であ

る。資本主義は不平等と消費者意識を再生産す

るし，作動し続けるためにはそうせざるをえな

いが，資本主義は，財と余暇を生み出す能力を

ますます増大させるためには，その見返りとし

て，財と余暇をより広範に散布する必要性がま

すます増大するというジレンマをかかえている

というのて､ある。

３．参加民主主義への移行の潜在的可能性

マクファーソンはその出口と参加民主主義へ

の移行の潜在的可能性を三つの点に求める。

第一は，人々が「経済成長のコスト」を自覚

し，ＧＮＰ拡大崇拝から生活の質の重視へと転

換し始めているということで､ある。とりわけ空

気，水，地球汚染などのコストである。生活の

質についての自覚が，無限の消費者としての自

己イメージを払拭する第一歩というのはいきす

ぎだとしても，社会的善の基準としてのＧＮＰ

を軽率に受け容れる態度を弱めるものだとい

う。

第二は，「政治的無関`L､のコスト」の自覚であ

るとして，「市民および労働者の不参加，ないし

は低い参加，ないしはきまりきったチャンネル

による参加が，集中化された企業権力による，

われわれの地域生活，われわれの仕事，われわ

れの安全，そして仕事と家庭における生活の質

の支配を許しているということが，理解される

ようになってきている」(30)と述べ，二つの事例

をあげる。

ひとつは住民運動やコミュニティ運動であ

る。これらの運動は，単一の争点の解決を目指

すものであって，公的な政治構造にとってかわ

ろうとするものではなく，新しい圧力をかけよ

うとしているだけのものであるから，競争的エ

リートシステムそれ自体を壊すものて゛はない。

しかしこれらの運動は以前にはほとんど政治的

に無関心であった多くの人々を，活発な政治的

参加に引き入れるという点にその意義がある。

もうひとつは,職場における労働者統制である。

決定作成への民主主義的な参加を通じて，労働

者は自分たちの参加がどの程度まて､有効である

かを理解することがてき，参加の経験そのもの

を基礎として参加への意欲が職場から広い政治

領域に移されることもありえる。そのさいの参

加は生産者としての，生産労働を有意義にする

ための参加であって，より高い賃金をえるため

４．参加民主主義のモデル

(1)ピラミッド型議会制度

次に，間接的または代議制的な制度であるこ

とを前提にし，マクファーソンは参加民主主義

のモデルを提示する。

まず，ピラミッド型議会制度である。これは

￣基底において直接民主主義を有し，その上の

すべてのレベルにおいて代表民主主義をもつピ

ラミッド型の体制｣(3')で，「参加民主主義と呼ば

れるもっとも単純なモデル」である。すなわち

地域社会ないしは工場レヴェルにおける直接民

主主義において,面と面と向いあっての討論と，

合意ないし多数決による決定が行なわれ，その

上のより包括的レヴェルにおいて，自治市，行

政区，郡区における地方および地域議会などが

構成され，そのうえにさらに，国家的関心事の

ための全国議会がおかれる。そして人々は議会

の代議員を選出することになる。

この制度では，争点は議会の委員会が定式化

することになる。このことは，人々がその定式

化に直接参加していないという点で，民主主義

的なコントロールとは大きな隔たりがあるよう

にみえるが，マクファーソンは「これがわれわ

れのなしうる最善」であるとし，この体制を民

主主義的にするためには，下から選出された決

定作成者や争点形成者が，再選挙ないしはリ

コールにさらされることによって，下の人々に

対する責任を負わされることが必要だという。

だが，マクファーソンはこのモテルについて

の考察を自ら「抽象的第一次接近」と呼ぶよう
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に，このモデルを現実的な参加民主主義の制度

だとは考えていない｡彼はその理由のひとつを，

ピラミッド型議会制度は「現存する社会的・経

済的な不平等を大いに減じた後で､なければ，わ

れわれはこのような責任ある体制を樹立する可

能性に達しえないであろうからである」(32)とい

う。もうひとつは，「西側｣の先進資本主義社会

における政党の存在である。このモデルは非政

党制度か一党制度を前提としているが，「西側」

の先進資本主義社会から政党が消滅することは

現実的に想定できないからて､ある。

(2)ピラミッド型の機構と政党制の結合

そこで,「真の問題はピラミッド型の議会構造

を競争的政党制と結びつけるなんらかの方法が

あるかどうかだ」として，ピラミッド型の機構

と政党制を結合したモデルを提案し，この結合

の必要性についてマクファーソンは次のように

述べる(33)。

「ピラミッド型のシステムだけが，統治の全

国的構造の中になんらかの直接的民主主義を包

入するであろうし，参加民主主義と呼ばれうる

なＩこものかのためには，かなりの量の直接的民

主主義が必要とされる｣。

「ピラミッドと諸政党との結合は，おそらく

避けることができないばかりてはない。それは

積極的に望ましいことでもありうる。というの

は，階級に分割されていない社会においてさえ

いろいろ争点があるだろうし，それらをめぐっ

て政党が形成されるだろう。争点が効果的に提

起きれ討論されるためにはそうした政党が必要

にさえなるだろう」，と。

そして，結合の二つの可能な形態として，現

行の「議会的統治構造」ないしは「議会一大統

領型統治機構」をソヴェト型へ置き換えること

と，既存の統治機構を保持しつつ，ピラミッド

型の参加によって作動する点については政党自

身に依存することとをあげ，前者は，実際には

困難でおこりそうにはなく，後者のほうがより

困難の少ない可能性を有すると述べる。

５．参加民主主義の社会

以上がマクファーソンの参加民主主義のイ

メージである。しかし民主主義を制度としての

みならずそれをも含めた社会としてとらえると

いう彼の基本的立場とは裏腹に，彼は参加民主

主義の制度（統治システム）のみを語り，参加

民主主義の社会を語っているとは言えない。参

加民主主義が発展的民主主義を止揚したものだ

とすれば，発展的民主主義の社会観，とりわけ

２０世紀のそれを見ておく必要があろう。

デューイは，民主主義を民主主義的政治機構

の問題としてではなく，民主主義的ヒューマニ

ズムの問題として取り扱った。デューイにとっ

て民主主義とは自由で豊かな交わりのある生活

を意味した。だから彼は公衆により多くの教育

をするのみならず，「討議，討論，説得の方法と

その条件の向上」が必要であると主張した。た

とえば経済の領域では「協力的知性の方法」が

必要とされ，工業会，金融会の大立者が産業活

動の規制を立案するために労働界の代表や公務

員と会合を開くような調整・指導評議会の設置

を提案した。また，彼は民主主義を｢生活様式」

とする立場から，彼はヒューマニスティックな

見解が，政治と経済の領域のみならず，科学，

芸術，教育，道徳，宗教等あらゆる文化的領域

に浸透しなければならないと考えていた。

マクファーソンはこうしたテユーイの見解に

たいして，彼は現存する諸問題を「新しい水準

の社会的知識やコミュニケーション」によって

克服できると考えていて，平等な人間発達と階

級的不平等との矛盾を中心的問題として考えて

いなかったと批判する。そしてマクファーソン

は２０世紀の発展的民主主義を，彼らは個人の自

己発達という民主主義的理想に固執したが，彼

らの民主主義のイメージのなかには市場が受容

されていたと総括する。

この総括は正しい。だが人々は統治システム

の民主性・非民主性が浸透した生活世界のなか

で，交わりやコミュニケーションを取り結びな

がら生きている。現在，システムの論理が生活
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世界のなかに侵入していることが問題として議

論されており，生活世界での民主主義の実現が

戦術的にも課題とされている。そしてその基軸

にコミュニケーションの回復，親密圏の再建，

対話・討議・討論が据えられている。その意味

では，生活様式としての民主主義（デューイ）

や，生活形態としての民主主義（フリードリッ

ヒ）という考え方を参加民主主義理論のなかに

何らかのかたちて､取り入れる必要があろう。

づけることて．ある。

そのためには，それらを説明しうる概念が必

要である。マクファーソンは「諸力の丸ごとの

移転」を範檮化するために人間的諸力という概

念を構造化する。まず人間的諸力を，人々がす

てにもっているものと仮定される潜在的諸力

（capacities)と，人々がしたいと思うことをな

しつくりたいと思うものをつくる能力，潜在的

諸力を行使する能力(ability)とに区別する。後

者はさらに｢発達的力」(developmentalpower）

と「抽出的力」（extractivepower）とに区分さ

れる。発達的力とは自らの潜在的諸力を行使し

展開させる人間の能力(ability)，抽出的力とは

他人の潜在的諸力を行使する能力，他人を支配

する力，他人から利益を抽出する力(ability)で
ある(34)。

個人主義的伝統においては発展的力と抽出的

力は同一のものであったが，両者を区分すれば

他人の目的に奉仕するために潜在的諸力が行使

される場合には，潜在的諸力を行使する能力が

他人のものとして移転するということが判明す

る。たとえば政治権力とはある人が他人を支配

し，他人に自らが欲することをなさしめる能力

であるだけではなく，そうであるがゆえに支配

者のために被支配者から利益を抽出する目的で

行使される力だということがてきる。マク

ファーソンは言う。

「本質的に人間的な潜在的諸力とは,他の人々

の潜在的諸力のその人たちによる発揮を否定も

阻止もすることなく発揮されうるような潜在的

諸力だけであるという仮説にもとづけば，抽出

的力の発揮によってのみ可能となると考えられ

る諸活動を，本質的に人間的な潜在的諸力の発

揮と呼ぶことはできない」（35)，と。

参加民主主義のためには，人間的諸力からま

ずこの抽出的力を排除しなければならない。

V1．参加民主主義の人間像

1．人間的諸力概念の分析

「自らの潜在的諸力の享受者・発揮者」であ

ることを本質とし，自らの潜在的諸力を最大限

に発揮しながら共同社会の形成に参加するとい

う人間観は，発展的民主主義と参加民主主義と

を通底する。ここで､明らかにしておきたいのは，

参加民主主義における「潜在的諸力の享受者・

発揮者」は発展的民主主義における「潜在的諸

力の享受者・発揮者」をどう止揚しているかと

いうことである。発展的民主主義も参加民主主

義も「個人の諸力の極大化」原理にもとづくも

のであるから，抽象化されたレベルでは両者が

同一の人間概念を共有することは当然である。

だが歴史的条件をまったく無視してその内実ま

でも同一だということはできない。

すでに見たように，発展的民主主義における

人間的諸力はヒューマニズム的理想にしたがっ

て主張された「倫理的概念」て．あった。それゆ

え現実の市場のなかに投入されている力を分析

し説明すること，労働者の力の資本家への移転

を理解することができなかった。理念的，道徳

的，倫理的であったために上記のような限界が

あったとはいえ，「自らの潜在的諸力の享受者・

発揮者」という人間観が提案されたことの意義

は大きい。問題はその力概念を効用獲得のため

の手段としての力，他人のために他人の意志で、

発揮させられる力，あるいは他人の力を支配す

る力とは異なる力概念に置き換え，それを根拠

２．参加民主主義における「自らの潜在的諸力

の享受者・発揮者」のイメージ

抽出的力を排除したならば,「自らの潜在的諸
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これらの三つの「欠如」のうち，労働手段へ

の接近の欠如を見てみよう。先に人間の力を潜

在的諸力とそれを行使する力との区別に言及し

ておいたが，マクファーソンはこのうち後者を

労働能力として展開し，力の移転と減少，およ

び力の再取得を論じている。

マクファーソンは力を生産的力（productive

power）と非生産的力（extra-productive

POWer）に区別する(38)。前者は生産にエネル

ギーと潜在的諸力を投入する能力，後者はそれ

以外の諸活動にエネルギーと潜在的諸力を投入

する能力である。このうち移転するのは前者で

ある。後者は当人からすれば減少ないしは喪失

するが他人へ移転はしない。また労働手段を所

有していたならば得られたはずの満足という価

値も当人からすれば減少ないしは喪失するが他

人へ移転することはない。生きる糧を得るため

に自らの労働力(生産的力)を移転せざるをえな

い人は，労働それ自体の喜びや満足を得ること

が困難て､あり，精神的にも肉体的にも激しい消

耗のために，生産以外の活動に費やすエネル

ギーと意欲が減少・減退するのである。

だから，障害の除去に成功し，労働手段への

平等な接近が可能になればなるほど，移転され

た力が再取得される。そのさいには労働手段の

所有者はこれまで非所有者から移転させてきた

力を失うが，非所有者においては移転はしな

かったが減少・喪失していた力の再取得も可能

になるゆえに，社会全体の力の量は増大し，社

会全体として個人の諸力が極大化されるという

のである。労働手段への接近の平等化は人間の

発達的力の極大化を意味するのである(39)。

そして「労働手段への接近の権利」が「完全

に人間的な生活のための手段への接近の権利」

へと転換させられ，それはさらに「ある種の社

会にたいする権利」へと拡大されるという構想

をマクファーソンは描いている(40)。「ある種の

社会にたいする権利」は権力的諸関係にたいす

る権利，政治権力への個人の関与の権利だと説

明されているように，これは政治的決定への参

力の享受者・発揮者」がもっているのは潜在的

諸力と発達的力だということになる。そしてこ

れらは次のような性質をもつ。

第一に，自らの人間的な潜在的諸力の発揮は，

他の人々の潜在的諸力の発揮を妨げないという

ことである。すなわち潜在的諸力のうち，それ

を行使し展開することが他人の潜在的諸力の行

使と展開を妨げないような部分(｢非破壊的な潜

在的諸力｣)と，そうした部分の潜在的諸力を行

使し展開する能力としての発達的力とが，民主

主義理論にとって必要な力である。マクファー

ソンはこれを「本質的に人間的な潜在的諸力の

非対立性の仮定」（36)と呼んでいる。

第二に，人間的な潜在的諸力は質的であると

同時に量的であるということである。マク

ファーソンは量という点で､異なる三つの量を設

定する。①ある人がもっている現在の潜在的諸

力，②ある人の前に障害物を置かなかったなら

ば現在までにその人が発達させてきたであろう

と想定される潜在的諸力，③ある人の前に障害

物を置かなかければその人が全生涯にわたって

発達させるであろうと想定される潜在的諸力で

ある。理想的な社会では①と②は同量で，③は

自動的に達成され，理想的ではない社会の場合

①は②より少なく，③は自動的には達成されな

い。

第三に，ｉ替在的諸力の発揮は，他人の命令で

はなく自分自身の意識的コントロールのもとで

なされなければならない。

第四に，民主主義社会は自らの潜在的諸力を

行使する権利の平等だけではなく，それを十分

に発達させる権利の平等性をも確保しなければ

ならない。だとすれば潜在的諸力の展開を媒介

するものとしての民主主義社会への移行にさい

しては，いかにして障害物を取り除くかが課題

になる。その障害物とは「十分な生活手段の欠

如」「労働手段への接近の欠如」「他人による侵

害からの保護の欠如」(37)である。これらの障害

の除去が真の意味て､の「個人の諸力の極大化」

を導くのである。
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加ないしは関与を意味する。またそれは人間的

な潜在的諸力が享受され展開される生活を可能

にする権利でもある。

問題点は本文中で述べておいたが，最後に，そ

れ以外の，生活指導が国家や企業によるそれか

ら自立的な実践となるために，また参加民主主

義を実現していく上で必要と考えられるいくつ

かの検討課題を示しておこう。

マクファーソンは参加民主主義社会を非市場

的社会だと想定している。彼は自由主義を批判

するとき，自由(主義)そのものではなくそのな

かに侵入している市場主義の廃棄を主張する。

自由主義のなかにある市民的・政治的自由をは

じめとする各種の自由は否定すべきものではな

く継承すべきものであり，廃棄すべきは「力の

移転」を生み出す市場だというのである。管見

による限り，マクファーソンは市場を肯定した

り，市場の存在を前提として社会イメージを

語ってはいない。マクファーソンを評価する論

調も彼の非市場主義を評価することが多い。

非市場主義的民主主義という主張の内実(人

間観，社会観)には賛同できるし，ヴィジョンと

して期待できるが，市場の存在を脇において議

論することが現実的にどれほど有効なのだろう

か。マクファーソンによれば，参加民主主義へ

の移行は市場主義社会(marketsociety)から非

市場主義社会（non-marketsociety）への転換

を意味し，現に市場社会は準市場社会（quasi

-marketsociety)に移行しつつあるというのだ

が，参加民主主義への移行を重視するならば，

その条件としての人々の自己イメージの転換と

社会的平等の減少に加えて，市場をどうするの

かを提案すべきで．あろう。私見にしたがえば，

市場になじまないものは市場にのせないという

ことと，市場へ参入する場合には非営利を原則

とすること，すなわち非営利共同セクターを公

私および両者の混合セクターとは別に，サービ

ス供給主体として想定することだと考える。

マクファーソンは，市場社会以前には所有権

には「排他的な個人的権利」と「共同所有権｣，

換言すれば「排除する個人的権利」と「排除さ

れない個人的権利」とがあったのだが，市場社

会は所有権を排他的な個人的権利に同化させた

VIL小括

今，生活指導研究は，われわれ教育学に携わっ

てきた者からすれば，たんに学校における生活

指導のみならず，教育・福祉・司法・医療・看

護・保健・心理臨床など，人々の生活に関わる

あらゆる分野でのそれへと転換しつつある。そ

れぞれの分野での特殊性を踏まえつつ，これら

の諸分野を包括した，生活者の自立と共同を励

まし，支援し，指導する実践科学としての道を

歩み始めている。実践科学としての生活指導に

おいては専門家と対象者との関係が主要な研究

対象となるが，それの社会的・政策的・経済的

基盤にまで視野を広げれば，生活を指導するの

は国家・企業なの人々自身なのかという問題が

浮上する。

生活指導主体としての国家と企業は，市場社

会であることを不動の前提として，人々を無限

の領有者，欲求者，消費者であるとみて，人々

の生活を指導してきた。その原理はマクファー

ソンのいう「効用の極大化」であり，その今日

的形態としての均衡的民主主義が現在の自由民

主主義を主導するイデオロギーである。これを

承認したところでは，専門家の対象者への指導

は管理主義やパターナリズムになっている。

これにたいし，生活指導実践はその実践の成

立以来，国家や企業による生活の指導から自立

的であり，生活指導の主体を人々自身としそ

うで､あることを相互に支援しあう人々の共同を

もっとも重視してきた歴史と伝統を持ってお

り，それを暗黙のうちに民主主義と想定してき

た。マクファーソンの「諸力の極大化」原理と

今後の展望として提出された参加民主主義モデ

ルは，生活指導がいかなる人間観と社会観を，

また民主主義を想定するのかの基礎的な考え方

を示し得ていると考えてよかろう。その意義と
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裕はすでにないが，わたしは教育学や心理学の

発達観を大きく揺さぶるものだとみてい

る(43)。

また，人間的な潜在的諸力に関しては，マク

ファーソンが言うように，それは富裕や効用を

獲得し極大化する手段としてではなく，また市

場において何物かと交換するための所有物とし

ではなく，それ自体を発揮することが目的てあ

ることに基本的には賛同する。だが潜在的諸力

が当人の所有物であることはまったく否定され

るのだろうか。先の所有権概念を援用すれば，

それは排他的な個人的所有物というよりも，共

同的な個人的所有物とでも言いうるものなので

はないか。これは能力の共同性に関わる議論と

重ねて検討しなければならない。

さらに，潜在的諸力と財との関係が深められ

なければならない。潜在的諸力は何らかの対象

との接触によって発揮されるものである。財は

その対象のひとつであるが，生活を論じるので

あれば，財を無視することはできない。いかな

る財が，また財のいかなる要素が人間のいかな

る潜在的諸力をどのように発揮させるかという

ことが論じられなければならないだろう。そし

てこれは，国家と企業の生活指導の方法ならび

に，教師の学習指導をも含む専門家の生活指導

の方法の分析を導くものであると考えられる。

また，ロールズやフリードマンヘの批判もマ

クファーソンは展開しているが，これらの諸点

と合わせて，稿を改めて考察する予定である。

としてこれを批判し，社会の共同資産から排除

されない権利という視点から，新しい現代的な

所有権概念として「労働手段への接近の権利」

「完全に人間的な生活のための手段への接近の

権利」「ある種の社会にたいする権利｣を主張し

ている(41)。

重森暁はこれに依拠しながら，民主主義の発

展を，所有者民主主義，労働者民主主義，生活

者民主主義と仮定し，労働者民主主義を基礎と

してかつこれを超えて生活者民主主義への転換

を主張する(42)。これは物質的財貨の所有や，そ

れを獲得するための労働への権利のみならず，

生活のあらゆる領域における自らの潜在的諸力

の享受と発達への権利を意味するものである。

また三つの民主主義のうち，所有者民主主義が

市場的民主主義，労働者民主主義と生活者民主

主義とが非市場的民主主義とされている。そう

したとき，この生活者民主主義と参加民主主義

とがいかなる関係にあるのか。理論的可能性と

しては，第一に，「労働手段への接近の権利｣｢完

全に人間的な生活のための手段への接近の権

利」「ある種の社会にたいする権利｣に対応させ

て，労働者民主主義，生活者民主主義，参加民

主主義ととらえることが可能である｡第二には，

すでに指摘したように，マクファーソンの参加

民主主義が制度（統治システム）に限定して述

べられていて，参加民主主義社会についてはほ

とんど言及されていなかったが，そうであれば

統治システムとしての参加民主主義とそれをも

含んだ民主主義社会のあり方としての生活者民

主主義ということも可能である。これらはいず

れもたんなる理論的可能性であるから，参加民

主主義社会のあり方の問題としてひきつづき検

討する必要がある。

それと関わって，人間的な潜在的諸力の発揮

を発達（権）とみる見方が提示されていること

に着目したい。これは経済学者たちがこの10年

余り仮説として採用してきたものてはあるが，

教育学や心理学における発達概念や発達観との

つきあわせが是非とも必要である。詳論する余
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Democracy,OxfordUniversityPress，1977,Ｐ５．
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ＤＴ，ｐ21.／35頁。
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段を持たない者は他の人が持つ労働手段に接近し

これを用いることなしには，自らの諸力を発揮する

ことも賃金を得ることもできないがゆえに，その代

価として他の人の利益になるように自分の熟練や

エネルギーを移転させることをさす。経済学ていう

「搾取」概念に相当する。マクファーソンは「倫理

的概念」および効用極大化と結びついた「記述的概

念｣では力の移転や減少を説明できないとして，「発

展的力」と「抽出的力」という概念を登場させる。

西尾は民主主義理論に「搾取」概念をとりこむさい

に，その意味内容を経済学のカテゴリーとしてでは

なく人間論，人格論という哲学的カテゴリーとして

取り扱う必､要から「移転」概念が採用され，そのこ

とでマクファーソンの民主主義理論は「理論的整合

性・体系性」を獲得したと評価する（西尾著『前掲

書』１６～17頁参照)。

ＤＴ，ｐ6.／10頁。

ｃｆＤＴ，ｐ21.／35頁参照。

マクファーソンは，２０世紀の発展民主主義を，(1)哲

学的理想主義的伝統をもつもの（バーガー，リンゼ

イ，マッカイヴァー)，(2)プラグマティズム的伝統を

もつもの(デューイ)，(3)修正功利主義的伝統をもつ

もの(ホブハウス)，(4)自由主義の価値を社会主義と

の結合を試みたもの（コール，ラスキ）に分類する。

そして(1)(2)(3)においては「その基調，理想，基本的

正当化はミルのそれとほとんど同一であった」し，

(4)においても「自由主義的伝統の針路をほとんどそ

らすことはなかった」（ＬＴ，ｐ69.／115頁)と評し

ている。

たとえば，哲学的理想主義的伝統（新理想主義的多

元主義)においては，「民主主義的な過程を，ありと

あらゆる種類の異なった利害をもちろん持ってい

る合理的で､善意の市民たちが，彼らの相違を平和で

合理的な政党，圧力団体，自由な新聞のギヴ．アン

ド・テークを通して適切に調整しうる制度である」

とし，「階級的争点は多元的な社会集団によってす

てにとってかわられたか，あるいはそれは福祉・規

制国家によって非常に減退させられたので，民主主

義的な社会は資本主義的な市場経済と矛盾しない

だろう」（ＬＴ，ｐ７Ｌ／117頁)と，階級と搾取の問

題については何も論じず，階級的関係を多元的関係

として論じた。多元主義についてマクファーソン

は，①宗教的多元主義，②人間主義的・新理想主義

的多元主義，③生産者プルーラリズム，④自律的自

治的コミューン，⑤プラグマテイック・プルーラリ

ズム，⑥アメリカの経験的多元主義，⑦保守的自由

意志論的多元主義に分類する。そして田口富久治は

マクファーソンもまた多元主義者であるとして「発

展的多元主義者」という呼称を与えている（田口富

久治著『政治学の基礎知識』青木書店1990年，

『多元的社会主義の政治像』青木書店1982年)。

シュムペーター箸，中山伊知郎東畑精一訳『資本

主義・社会主義・民主主義』中東洋経済新報社

1962年533頁。

同上書，529～530頁。

同上書，534頁。「人民が自らの支配者たらんとする

人を承認するか拒否するかの機会を与えられてい

るということ」と「指導者たらんとする人々が選挙
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見解に継承されている。

ＬＴ，ｐ79.／130～131頁。

ＬＴ，ｐ､94.／154頁。

経験主義的多元主義に分類されるダールが，参加民

主主義者は政治社会の規模の問題を無視している

と批判するのはまさにこの点である（RDahl，

AftertheRevolution?､1970.ｐ４４)。

ＬＴ，ｐ,97.／160頁。

ＬＴ，ｐ９８／161頁。

ＬＴ，ｐ９８／161頁。

ＬＴ，ｐ99.／163頁。

ＬＴ，ｐ､99.／163頁。

ＬＴ，ｐ､103.／169頁。

ＬＴ，plO8.／177頁。

ＬＴ，ｐ・'10.／181頁。

ＬＴ，pll2.／184頁。

Cf，ＤＴ，ｐ40-42.／69～71頁参照。

ＤＴ，ｐ73.／122頁。

ＤＴ，ｐ55.／92頁。

ＤＴ，ｐ､59-60.／101頁。

ＤＴ，ｐ､65.／110～111頁。

ＤＴ，ｐ75.／127頁。

ＤＴ，pl36-l40.／226～232頁。

Ｃｆ，ＤＴ，Ｐ120.／200頁以下参照。

重森暁著『分権社会の政治経済学』青木書店

1992年167～168頁参照。

拙論｢生活指導教師にとって指導性とは何か」『生活

指導』No499明治図書1996年６月号参照。

民の投票をかき集めるために自由な競争をなしう

るということ」との関係について，田口富久治は｢決

定的なのは後者」だとする（田口富久治「参加と民

主主義理論」長谷川正安編『現代国家と参加』法

律文化社1984年７頁)。マクフアーソンも同様

である。これにたいして碓井敏正は，前者を「形式

的には民主主義のミニマム」であるとして彼のいう

民主主義発展の三段階論の第一段階として採用し，

後者を「政党制を前提とする議会制民主主義」とい

う第二段階にあて，さらに第三段階として参加民主

主義が続くとしている（碓井敏正箸『自由・平等・

社会主義』文理閣1994年８３～84頁)。田口は本

質規定を，碓井は発展過程を論じている。また碓井

の見解はカニンガムのいう民主主義の「程度論的ア

プローチ」とも重なる。カニンガムは民主主義に絶

対的基準を設けて，民主主義的であるか否かを判定

するのではなく，いくつかの尺度からどの程度民主

主義的かをみる方法を「程度論的アプローチ」と呼

ぶ（Ｆ・カニンガム，中谷義和・重森臣広訳『民主

主義理論と社会主義』日本経済評論社1992年４３

頁以下)。本質規定からただちに実践を導くのでは

なく，本質論は実践論を媒介にして実践を導くとい

うわたしの立場からみれば，カニンガムの「程度論

的アプローチ」や碓井の段階設定は実践的な規定に

近い。

ＬＴ，ｐ､77.／127頁。

シュムペーター，前掲書，465頁。これらのシュム

ペーターの民主主義論は初期のダール(RDahl)の
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